
テ
ン

デ
ン
セ
ン
ジ

侮
泉
寺

民
宗
京
涯
に
臨
す
る
。

テ
ン
セ
ン
ソ
ミ
ヨ
ウ
天
先
祖
命

印
刷
例
宗
の
例
。

加
賀
に
生
ま
れ
、
十
六
畿
で
出
家
L
、
天
際
組
筋
に

尾
張
正
法
寺
に
附
取
L
、
邸
永
十
年
入
且
問
凶
窓
朗
(

寺
に
住
L
、
十
入
年
正
法
寺
に
移
り
、
文
安
中
組
父

江
氏
の
請
に
よ
っ

て
懇
日
寺
を
聞
き
、
自
ら
そ
の
第

テ
ン
ジ
ン
ヤ
マ
ジ
ヨ

ウ

天

神
山
城

江
泊
部
敷

地
に
あ
っ
た
。
織
問
軍
担
天
正
四
年
の
僚
に
、戸
次
右

近
は
政
地
の
一
大
耐
山
に
取
出
の
城
世
制
へ
、
的
仇
官
邸

也
き
、
日
々
一
伐
と
合
戦
し
た
と
あ
る
。
江
沼
志
稿

に
、
官
生
石
邸
神
社
の
耐
績
に
三
的
あ
っ
て
、
中
山
・

御
低
限
山
・
三
之
永
山
と
い
ふ
と
あ
る
。
そ
の
う
ち

で
あ
ら
う
。

テ
ン
ス
ウ
ジ
天
崇
寺

珠
洲
制
森
艇
に
在
っ
て
、

町
制
宗
に
邸
L
、
正
保
凶
年
布
川
初
挑
雲
寺
行
外
の

開
例
に
係
る
。

デ
ン
ス
ウ
モ
h
y
ロ

ク

回

数
目
録

」

ノ

l
ノ
タ

ニ
デ
Y

ス
ウ
モ
タ
ロ
グ

能
号
凶
間
数
R
録
。
ノ

ト

モ
ロ
ハ
Y
デ
Y
ス
ウ
モ
タ
ロ
グ
能
管
務
総
同
数
目

録
。

テ
ン
セ
イ
イ
サ
ン

典
制
禽

a
，.1
二
加
。
成
治

乃
荒
天
保
聞
の
法
令
布
速
を
類
挺
し
た
も
の
で
あ

る。

一「
の
是
で
あ
る
。
出
陸
七
闘
志
に
、
吾
妻
野
に
お
き
天

耐
山
に
仰
を
取
っ
た
と
い
ふ
も
の
も
同
じ
い
。

テ
ン
ジ
ン
マ
チ
天
神
町

金
稼
の
町
名
。
町
内

に

m弁
天
一
仰
の
枇
(
今
組
問
原
紳
枇
U

あ
る
を
り
て
町
名

と
し
た
。
従
来
枇
前
よ
り
抑
木
町
の
入
口
ま
で
の
聞

を
呼
ん
だ
が
、明
治
四
年
四
且
戸
籍
編
成
の
時
か
ら
、

枇
の
杭
迦
り
金
浦
町
や
一
天
榊
町
一
〕
闘
と
し
、
夫
れ

よ
り
一
一
丁
目

・
三
丁

R
を
綬
て
M
m
坂
の
下
返
そ
凶
丁

H
と
し
た
。

石
川
郡
大
野
に
在
っ
て
、

一
代
に
開
。
。
長
戦
二
年
八
且
四
日
八
十
七
段
や
り

て
寂
し
た
。

デ

ン

ソ

田
租

滞
初
に
於
け
る
川
剰
の
賦
課
席
中

は
、
三
分
の
こ
や
宅
地
市
町
の
防
相
官
と
し
た
。
前
山
利
家

の
長
辿
加
に
奥
へ
た
邸
中
に
、『
三
分
一
一
は
地
問
へ
令

収
納
、
三
分
一
世
ば
百
姓
徳
分
に
可
致
候
。
』と
あ
る

も
の
口躍
で
あ
る
。
天
正
十
抗
年
抗
且
利
家
が
珠
洲
郡

直
郷
西
方
寺
村
に
奥
へ
た
年
賀
勘
定
紋
に
は
、
草古
川

抗
十
入
依
七
升
脅
三
ゅ犯
引
と
し
て
、
そ
の
中
四
十

依
ご
斗
二
升
九
合
を
定
納
と
す
る
こ
と
脅
閉
山
し
て
あ

る
。
こ
の
裁
合
一
伎
は
三
斗
で
あ
り
、
山
知
は
百
姓
の

作
得
制
作
や
-示
し
た
の
で
、
七
公
=
一民
で
あ
石
o
wH

永
の
初
年
以
は
利
家
の
頃
よ
り
も
殺
か
で
あ
っ
た
ら

し
〈
、
越
中
橋
披
郡
三
荷
村
の
百
姓
の
手
記
し
た
御

股
作
問
自
に
、
『軍口
在
所
三
市
村
に
て
も
、
一
品
犯
は

五
三
一
民
、
下
山
山
は
三
q

八
歩
一
山
』
と
あ
っ
て
、
こ

の
犯
は
会
納
の
翠
を
い
う
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
お

時
は
椴
見
に
よ
っ
て
年
々
の
問
凶
荷
山
口
資

L
、
見
制

・
中
広
明
滅
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
川
町
と
百
姓
と
の
交

捗
頗
る
嗣
刷
新
で
あ
っ
た
。
是
を
以
て
利
治
の
腕
年
間
出

安
・明
隔
の
交
に
京
っ
て
、
所
剤
取
作
法
を
胸
行

L

て
、
釈
訟
を
一
銭
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

l
カ
イ
サ

ク
ホ
ウ
改
作
法
。

テ
ン
ダ
イ
シ
ユ
ウ
ジ
イ
ン

天
台
宗
寺
院

加
賀

滞
に
於
い
て
は
、
町民間山富

・
梯
天
総
宮
の
枇
附
が
天

台
宗
に
回
し
て
ゐ
た
外
、
西
山
斑
寺
札管
制
寺
と
し
て
、

之
に
回
す
る
も
の
結
末
に

十一

一
ヶ
司
あ
っ
た
。
そ
の

外
天
台
仰
宗
に
蹴
寺
と
し
て
西
方
寺
が
あ
り
、
そ
の

網
下
が
一
一e
寺
あ
る
。
大
親
等
滞
に
は
つ
寺
も
見
な

か
っ
た
。

ヘι
J
附
則
的
凶
司

U
M

C
I
t
-抗

東
町
山
{
百
世
情

跡

継

寺

金

保

西

町
。
城
内
東
照
宮
供
米
百
二

。
天
台
作
宗

の
加
賀
滞

関
…
肌

商

方

寺

金

抑

泉

寺

町

到

領

地

聞
方
寺
関
下

来

教

寺

金

持

卯

民

地

子

地

昨

宮

前

寺

石

川
叩
内市
野
出
村
地
子
地

テ
ン
ダ
イ
ダ
イ
シ
コ
ウ
天
台
大
師
講

羽

咋

榔

の
日
開
山
宗
寺
院
で
は
、十
二
且
什
四
日
に
之
を
密
む
。

此
の
日
け
ん
認
は
寺
院
よ
り
白
木
の
客
脅
も
ら
ひ
、
そ

れ
を
書
籍
の
葉
と
し
て
用
ひ
、円引
力
の
地
歩
を
祈
る
。

十
石
。
祉
崎
山
東
成
山
町
山
山
寺
金
郡
に

付
、
安
住
寺
・出
ぷ
苛
・
川
地
勝
寺
下
製

泊
常
勤
む
。

扮
天
副
社
附

梅
林
院
能
史
制
椀
村
到
釦
地
。
祉
関
西
石

関
…
肌

商

益

寺

金押印
卯
民
抑
制
地

四
覧
寺
関
下

安

住

寺

金

搾

野

川
寺
川
狩
街
地

翠

P
L

寺

金

持

野

山
寺
町
割
問
街
地

鶏
王
寺
金
剛
仰
蛤
坂
狩
街
地

日

光

苛

乍一仰
=
一
祉
到
街
地

山
間
正
寺
金
剛
仰
卯
い
民
拝
街
地

感
附
仙
寺

命一期仰
卯
反
拝
領
地

最

勝

寺

金町内
卯
限
界
街
地

来

削

寺

金

持

卯

民

地

子

地

川
町
出品

守
石
川
川
町
同
村
前
政
地

道
入
寺
石
川
榔
宮
腰
阿
川
子
地

閉

山

守

河

出

洲

崎

山
村
拝
領
地

打
開
勝
寺
珠
洲
山
中
守
家
村
利
拝
領
地
。
寺
領
七
十

}九
石
内
二
十
抗
石
修
理
科

五
六
九

テ
ン
チ
ョ
ウ
ジ
天
長
寺

承
腕
一
一
年
蹴
開
宗
の

術
開
山
之
を
金
搾
才
川
河
原
町
の
後
に
恕
て
、
町山町民

山
交
は
道
法
山
と
脱
し
た
が
、
後
世
加
の
用
地
と
な
っ

た
お
、
高
治
二
年
三
剤
治
光
寺
附
近
に
移
b
、
出品文

十
一
年
夏
に
泉
野
寺
町
に
、
十
二
年
卯
医
mm
院
院
の

向
か
う
に
判
じ
た
が
、
終
に
無
佐
川
拙
制
の
お
に
雌
寺

と
た
っ
た
。

デ
ン
チ
ョ
ウ
ジ

博
長
寺

河
北
榔
抽
出
師
に
在
っ

て
、
汽
〈
宗
取
振
に
邸
す
る
。
も
と
治
裁
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
二
年
五
且
寺
蹴
の
公
都
を
訴
さ
れ
た
。

デ
ン
チ
ワ
リ
団
地
割
加
賀
滞
特
磁
の
民
法
で
、

碁
縦
訓
と
も
い
ふ
。
一
村
内
凶
地
の
地
味
に
良
不
良

の
器
を
生
ず
る
時
は
、
百
姓
の
持
前
と
枚
駿
と
の
川

合
不
問
と
な
る
を
以
て
、
之
を
平
均
せ
し
む
べ
〈
各

自
耕
作
の
問
地
を
問
。
改
め
し
め
る
こ
と
を
い
」
。

こ
の
制
は
覧
永
十
九
年
に
初
っ
た
o
併
し
問
地
別
は

一
商
仙
制
限
を
奨
励
す
る
所
以
に
あ
ら
ざ
る
が
般
に
、

元
隊
十
六
年
に
は
、
川
刷
等
に
よ
り
持
古
川
を
失
う
た

百
姓
あ
る
如
き
場
合
以
外
は
、
之
を
施
行
せ
ざ
る
を

迎
則
と
し
た
。
後
叉
凶
め
て
、
二
十
年
を
終
ざ
れ
ば

削
地
別
を
行
は
ざ
る
も
、
後
般
に
よ
り
て
地
味
に
差

等
を
生
じ
た
る
時
は
、
年
限
に
誠
た
ざ
る
も
之
を
行

ふ
こ
と
を
前
L
、
叉
甚
だ
し
く
長
期
に
亙
っ
て
行
は

一部

L
天
台
大
師
の
名
が
間
H
4
H
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら

。
ぅ

テ
ン
ダ
イ
ベ

ツ
イ
ン

天
台
別
院

別
院
は
も
と

一
寺
に
幽
す
る
別
匹
酎
刊
の
建
築
の
純
で
あ
っ
た
が
、

天
台
・
四
回
言
の
紫
摘
し
て
、
大
小
普
段
の
諾
凶
に
起

る
に
及
び
、
そ
の
引
な
る
も
の
を
山
田
辿
し
て
、
別
院

の
棋
を
奥
へ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
え
る
。
元
町
民ご

年
八
月
十
三
日
勅
し
て
、
加
賀
凶
石
川
部
止
槻
寺
を

以
て
天
台
別
院
と
し
た
と
い
ふ
如
き
は
即
ち
是
で
あ

る。


